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相談・通報

（１）受付

地域包括支援センター（高齢者くらしサポート）

（３）事実確認、訪問調査

（関係機関からの情報収集、高齢者の状況や事実関係、安否の確認）

地域包括支援センター

（４）コアメンバー会議

箕面市地域包括ケア室・地域包括支援センター

（６）対応方針に応じた支援の実施

関係機関

サービス調整

(ﾌｫｰﾏﾙ・ｲﾝﾌｫｰﾏﾙ)

環境整備等

保護・分離

（緊急ショート・入院等）

施設入所

（措置・契約）

（７）モニタリング

（個々のケース）（虐待レビュー会議）

地域包括ケア室・地域包括支援センター

介護保険サービス等による見守り

終 結

警 察

養護者への支援

（２）初回協議

地域包括ケア室・地域包括支援センター

介護保険サービス等による見守り

終 結

（５）立入調査の実施

通報

連絡

おおよそ

48 時間以内

（特に危険性

が高いと思わ

れる場合）

できるだけ早

くコアメンバ

ー会議を開催

する

会議結果により（立入調

査の事前準備）

必要に応じて開催

（虐待ではなかった場合）

苦情処理窓口関係

機関等

一般相談

虐待対応外の支援
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Ⅲ 見守り支援
・見守りのための体制整

備・役割分担

・会議等の開催による情

報共有・交換 など

◎ 虐待を受けたと思われる障害者を発見した者

◎ 虐待を受けた障害者

◎ 障害者・養護者等

（１）受付
箕面市障害者虐待防止センター（地域包括ケア室）

（７） モニタリング（状況把握）

（３）事実確認、訪問調査
障害者の状況や事実関係、安否の確認

（２）初回協議（コアメンバー会議）
箕面市障害者虐待防止センター（地域包括ケア室）

Ⅰ 緊急介入
・保護、分離

・やむを得ない事由

による措置

・面会制限 など

Ⅱ 要介入
・適切な福祉・医療サー

ビスの導入

・成年後見制度などの

導入 など

（５）対応方針検討会議の開催
コアメンバー、事案対応メンバー

【

各

段

階

で

の

緊

急

性

の

判

断

】

（６）支援の実施

養護者への相談・指導及び助言、養護負担の軽減、成年後見制度利用開始の審判請求

虐待対応の終結

（訪問拒否等の場合）

苦情処理窓口関係

機関等

一般相談

虐待対応外の支援

協力・連携

（養護者虐待の場合）

大阪府

（障がい者権利擁護センター）

警察

協力・連携

協力・連携

（４）立入調査（安否確認）
障害者の状況や事実関係、安否の確認

（虐待ではなかった場合）

通報

相談・届出

連絡


